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資
料
１-

２

雑
貨
工
業
品
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

○
雑
貨
工
業
品
品
質
表
示
規
程
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日

通
商
産
業
省
告
示
第
六
百
七
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
表
示
事
項
）

（
表
示
事
項
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
遵
守
事
項
）

（
遵
守
事
項
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

雑

貨

工

業

品

品
質
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

雑

貨

工

業

品

品
質
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

浄
水
器
（
飲
用
に
供
す
る
水

一

材
料
の
種
類

浄
水
器
（
飲
用
に
供
す
る
水

一

材
料
の
種
類

を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

二

ろ
材
の
種
類

を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

二

ろ
材
の
種
類

て
、
残
留
塩
素
を
除
去
す
る

三

ろ
過
流
量

て
、
残
留
塩
素
を
除
去
す
る

三

ろ
過
流
量

機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

四

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧

機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る

四

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧

（
供
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。
以
下
同
じ
。
）

。
以
下
同
じ
。
）

給
さ
れ
た
水
を
貯
留
し
て
使
用
す

る
も
の
を
除
く
。
）

五

浄
水
能
力

五

浄
水
能
力

（
新
設
）

六

回
収
率
（
ろ
材
の
種
類
が
逆
浸

透
膜
の
も
の
に
限
る
。
）

ろ
材
の
取
換
時
期
の
目
安

六

ろ
材
の
取
換
時
期
の
目
安

七

使
用
上
の
注
意

七

使
用
上
の
注
意

八

別
表
第
二

別
表
第
二

一
～
二
十
九

（
略
）

一
～
二
十
九

（
略
）

三
十

浄
水
器

三
十

浄
水
器

（
一
）
～
（
二
）

（
略
）

（
一
）
～
（
二
）

（
略
）

（
三
）

ろ
過
流
量
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇

（
三
）

ろ
過
流
量
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇

一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の
六
・
一
に
定
め
る
ろ
過
流
量
試

一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の
六
・
一
に
定
め
る
ろ
過
流
量
試

験
の
測
定
方
法
に
よ
り
得
た
数
値
を
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ

験
の
測
定
方
法
に
よ
り
得
た
数
値
を
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、

と
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
そ
の
流
量
を
表
す

表
示
し
た
ろ
過
流

マ
イ
ナ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
。

数
値
の
マ
イ
ナ
ス
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
。

量
に
対
し
て

（
四
）

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
イ
及

（
四
）

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
動
水
圧
を
メ
ガ

び
ロ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
動
水
圧
を
メ
ガ
パ

パ
ス
カ
ル
単
位
又
は
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と

ス
カ
ル
単
位
又
は
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
（
回
分
式

（
供
給
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。
こ
の
場
合
に

の
も
の
を
除
く
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、

さ
れ
た
水
を
貯
留
し
て
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、

そ
の
動
水
圧
を
表
す
数
値
の
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と

表
示
し
た
最
小
動
水
圧
に
対
し
て
プ

と
す
る
こ
と
。

。

ラ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト

イ

圧
力
の
測
定
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｂ
七
五
〇
五
‐
一
（
ア
ネ
ロ

イ

連
続
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
の
測

イ
ド
型
管
圧
力
計
‐
第
一
部
：
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
）
に
規
定
す

定
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法

る
一
・
六
級
の
ブ
ル
ド
ン
管
圧
力
計
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
精

）
の
六
・
二
に
定
め
る
最
小
動
水
圧
試
験
の
測
定
方
法
に
よ
る
こ

度
を
有
す
る
圧
力
計
を
用
い
て
測
定
す
る
こ
と
。

と
と
し
、
使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
は
、
毎
分
〇
・
五
リ
ッ
ト
ル

以
上
の
流
量
が
確
保
で
き
る
動
水
圧
と
す
る
こ
と
。

ロ

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
は
、
毎
分
〇
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
の

ロ

回
分
式
の
も
の
（
供
給
さ
れ
た
水
を
貯
留
し
て
使
用
す
る
も
の

流
量
が
確
保
で
き
る
動
水
圧
と
す
る
こ
と
（
連
続
式
の
も
の
に
限

を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
い
て
表
示

る
。
）
。

す
る
ろ
過
流
量
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
最
小
の
動
水
圧
と
す
る
こ

と
。

（
五
）

（
略
）

（
五
）

（
略
）

イ

浄
水
能
力
は
、
除
去
対
象
物
質
の
名
称
を
示
す
用
語
ご
と
に
表

イ

浄
水
能
力
は
、
除
去
対
象
物
質
の
名
称
を
示
す
用
語
ご
と
に
表

示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
用
語
の
次
に
括
弧
書
き
で
そ
の
総
ろ
過

示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
用
語
の
次
に
括
弧
書
き
で
そ
の
総
ろ
過

水
量
、
除
去
率
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
及
び
日
本
工
業
規
格

水
量
、
除
去
率
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
及
び
日
本
工
業
規
格

Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
に
基
づ
き
測
定
し
た

Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
に
基
づ
き
測
定
し
た

試
験
結
果
で
あ
る
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

試
験
結
果
で
あ
る
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

総
ろ
過
水
量
は
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場

総
ろ
過
水
量
は
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場

合
の
誤
差
の
許
容
範
囲
は

合
の
誤
差
の
許
容
範
囲
は
そ
の
ろ
過
能
力
を
表
す
数
値
の
マ
イ
ナ

、
表
示
し
た
ろ
過
能
力
に
対
し
て
マ
イ
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。

ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

備
考

備
考

１

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
の
用
語
を
用
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

１

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
の
用
語
を
用
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の

日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の

に
規
定
す
る
成
分
内
容
と
す
る
こ
と
。

六
・
二
・
三
に
規
定
す
る
成
分
内
容
と
す
る
こ
と
。

六
・
四
・
三

２

（
略
）

２

（
略
）

ハ

総
ろ
過
水
量
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家

ハ

総
ろ
過
水
量
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家

庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）

の
規
定
に
係
る
ろ
過
能
力
試
験

庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
六
・
三
の
規
定
に
係
る
ろ
過
能
力
試
験

六
・
五

に
お
い
て
当
該
除
去
物
質
の
除
去
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下

に
お
い
て
当
該
除
去
物
質
の
除
去
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下

す
る
ま
で
の
総
ろ
過
水
量
を
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
連
続
式

す
る
ま
で
の
総
ろ
過
水
量
を
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
連
続
式

の
も
の
に
係
る
濁
り
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
規
定
に
よ
る
当
該

の
も
の
に
係
る
濁
り
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
規
定
に
よ
る
当
該

ろ
過
流
量
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
と
除
去
率
が
八

ろ
過
流
量
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
と
除
去
率
が
八

十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
早
い
方
ま
で
の
総

十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
早
い
方
ま
で
の
総

ろ
過
水
量
と
す
る
こ
と
。

ろ
過
水
量
と
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

（
六
）

回
収
率
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一

（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の
六
・
三
に
定
め
る
回
収
率
試
験
の

測
定
方
法
に
よ
り
得
た
数
値
を
パ
ー
セ
ン
ト
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ

の
場
合
に
お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
表
示
し
た
回
収
率
に
対
し

て
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
（
ろ
材
の
種
類
が
逆
浸
透
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膜
の
も
の
に
限
る
。
）
。

（

）

ろ
材
の
取
換
時
期
の
目
安
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
取
換
の
期

（
六
）

ろ
材
の
取
換
時
期
の
目
安
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
取
換
の
期

七間
に
つ
い
て
具
体
的
に
わ
か
り
や
す
く
表
示
す
る
こ
と
。

間
に
つ
い
て
具
体
的
に
わ
か
り
や
す
く
表
示
す
る
こ
と
。

（

）

使
用
上
の
注
意
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

（
七
）

使
用
上
の
注
意
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

八製
品
の
品
質
に
応
じ
て
適
切
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
該
当
す

製
品
の
品
質
に
応
じ
て
適
切
に
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
該
当
す

る
事
項
が
な
い
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

る
事
項
が
な
い
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
略
）

（
新
設
）

ト

ろ
材
の
種
類
が
逆
浸
透
膜
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
排
出
さ
れ
る

捨
て
水
が
あ
る
旨
。

（

）

表
示
に
は
、
表
示
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

（
八
）

表
示
に
は
、
表
示
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

九電
話
番
号
を
付
記
す
る
こ
と
。

電
話
番
号
を
付
記
す
る
こ
と
。

（

）

表
示
は
、
最
小
販
売
単
位
ご
と
に
、
消
費
者
の
見
や
す
い
箇

（
九
）

表
示
は
、
最
小
販
売
単
位
ご
と
に
、
消
費
者
の
見
や
す
い
箇

十所
に
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
て
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
使
用
上
の
注

所
に
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
て
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
使
用
上
の
注

意
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
ラ
ベ
ル
の
貼
り
付
け
等
本
体
か
ら
容
易
に

意
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
ラ
ベ
ル
の
貼
り
付
け
等
本
体
か
ら
容
易
に

離
れ
な
い
方
法
で
行
う
こ
と
。
ま
た
、
交
換
用
ろ
材
が
販
売
さ
れ
る

離
れ
な
い
方
法
で
行
う
こ
と
。
ま
た
、
交
換
用
ろ
材
が
販
売
さ
れ
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
表
示
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
表
示
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
。
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